
「赤い羽根支援自動販売機」 

設置協力者募集中！！ 
 

 

◆飲み物を買って社会貢献？ ～「赤い羽根支援自販機」とは～ 

  飲み物を購入すると、その売上の一部が赤い羽根 

 共同募金に寄付される自動販売機のことです。 

  購入するたびに、販売業者などが売上の一部を寄付 

 し、その寄付金は地域の社会福祉に役立てられます。 

  もちろん、販売価格は通常の自動販売機と同じです。 

 

◆赤い羽根共同募金は、何に使われるの？ 

  お寄せいただいた寄付金は、「高齢者に対するふれあい 

 食事サービス事業」、「子どもボランティア事業」、「障害者団体への支援」や「安心・安全

なまちづくり」など、地域の身近な福祉活動に活用されます。 

 

◆「赤い羽根支援自動販売機」の仕組みは？ 

                        赤い羽根支援自動販売機を設置すると 

                       販売手数料として売上の１０％～２０％ 

                       が、販売業者から設置者へ支払われます。 

                        併せて、売上の一部が、販売業者等か 

                       ら、設置した市町の共同募金会に寄付さ 

                       れます。 

                        設置者に販売手数料が入るとともに、 

                       一部が募金されるのが赤い羽根支援自動 

                       販売機の特徴です。 

 

   「長崎県総合福祉センター」（長崎市）     ※既存の自販機（伊藤園、コカ・コーラ）を、 

                           赤い羽根自販機に切り替えることも可能です。 

                           ご相談下さい。 

◆面倒な手間は一切なし！ 

  自動販売機の管理や商品の補充、故障時の対応はもちろん、空き缶の回収、金銭の管理

などすべて販売業者が行います。 

 

◆自動販売機は無償、設置も無料、ご負担いただくのは月々の電気代だけ！ 

  自動販売機は無償で貸与し、設置に伴う経費も無料です。 

 

 ・月々の電気代の目安・・・2,000 円～3,000 円程度（自動販売機の大きさ、設置場所に

より異なる） 

 ・設置場所の目安・・・およそ 1㎡（スペースに応じた自動販売機が選べる） 

詳しくは、裏面をご覧下さい！！ 



「「「赤赤赤いいい羽羽羽根根根支支支援援援自自自動動動販販販売売売機機機」」」ＱＱＱ＆＆＆ＡＡＡ   
Ｑ１ 赤い羽根支援自動販売機を設置すると、どのようなメリットがあるの？ 

Ａ１ 赤い羽根支援自動販売機は、設置者はもちろん、購入者、地域社会にとっても有意義 

  な自動販売機です。それぞれに、以下のようなメリットがあります。 

 

   設 置 者：①販売業者から、売上の１０％～２０％が手数料として毎月支払われま 

         す。 

        ②費用をかけずに地域社会への貢献ができます。 

        ③購入者が募金付きの自動販売機を選ぶことで、売上の向上が見込めます。 

   購 入 者：購入するだけで手軽に募金ができ、身近な地域の福祉に貢献できます。 

   地域社会：売上の一部が、地域福祉推進のための財源となる赤い羽根共同募金に寄付

されます。 

 

Ｑ２ 各販売業者の自動販売機は、どのような違いがあるの？ 

Ａ２ 以下のように、各業者によって販売手数料、募金方法、販売飲料が違います。 

 

 伊藤園 コカ・コーラ ハートフル福祉募金 ペプシコーラ 

販売手数料 売上の 20％ 売上の 10％ １本当たり 30円 売上の 15％ 

 

 

募金方法 

 

設置者：なし 

販売業者： 

売上の 5％ 

 

設置者：なし 

販売業者： 

売上の 10％ 

設置者：1本につき 2円 

飲料ﾒｰｶｰ：1本につき 

      1円 

購入者： 

募金ボタンによる募金 

 

設置者：なし 

販売業者： 

売上の 5％ 

 

販売飲料 伊藤園商品 ｺｶ･ｺｰﾗ商品 ｱｻﾋ飲料、大塚製薬商品 ｻﾝﾄﾘｰ商品 

 

Ｑ３ 販売手数料とは、どのようなもの？ 

Ａ３ 飲料の売上に応じて、販売業者から設置者へ支払われる手数料です。 

   業者によっては、販売手数料と寄付金を合わせると２５％になるものもあります。 

 

Ｑ４ 電気代は、設置者が負担するの？ 

Ａ４ 原則、電気代は設置者の負担となります。 

   電気代は自動販売機の大きさや設置場所によりますが、平均で毎月３千円程度です。 

   よって、販売手数料が２０％の場合は１２０円の飲料が１日４～５本、手数料が  

１０％の場合は１日９～１０本の販売で、電気代を賄える計算になります。 

 

 
◆お問い合わせ先◆ 

社会福祉法人 長崎県共同募金会 （担当：齋藤） 

 〒852‐8104 

  長崎市茂里町 3‐24 県総合福祉センター内 

   ＴＥＬ ０９５－８４６－８６８２ 


